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山辺町議会基本条例 

（前文） 
現行自治制度における二元代表制の一翼を担う議会は、住民の代表機関としての議決機能、

政策立案機能、行政監視機能などの権限を有する機関であることを認識し、地域主権時代に対

応した、公平かつ公正で、町民に「開かれた議会」並びに町民に「信頼される議会」を築いて

いかなければならない。 
このような認識のもと、議員は、これまで以上に自己研さんと資質の向上を求めながら議会

改革を推し進めていく必要がある。 
ここに、議会の一層の機能強化と活性化を図り町民の負託にこたえていくことを決意し、山

辺町議会及びその構成員である議員が活動するに当たっての最高規範として、この条例を制定

する。 
（目的） 

第１条 この条例は、地方分権と住民自治の時代にふさわしい議会、町民に信頼される議会を

構築するために、議会及びその構成員の議員が活動するに当たっての基本的事項を定め、も

って山辺町の持続的発展と町民の福祉向上に寄与することを目的とする。 

（議会の活動原則） 

第２条 議会は町民の代表機関として、議会機能の権限を認識し、公正性、公平性、透明性及

び信頼性の確保に努め、町民に開かれた議会運営を行うことを旨として活動するものとする。 

２ 議会は、行政課題を常に把握するため、各分野の専門家を招いての研修会を開催し、ある

いは各種の研修会に参加するなど、議員研修の充実を図るものとする。 

（議員の活動原則） 

第３条 議員は、議会が町政の唯一の合議制の議決機関であることを十分に認識し、議員間の

自由かっ達な討論を重んじるとともに、自己の資質を高める不断の研さんに努め、町民の代

表としてふさわしい活動を行うものとする。 

２ 議員は、町民の負託にこたえるため、常に資質と政策形成能力の向上に努めるものとする。 

（町民と議会との関係） 

第４条 議会は、町民に対する広報、広聴活動の強化と積極的な情報公開により、説明責任を

果たすとともに、町民の多様な意見を町政に反映させるよう努めるものとする。 

２ 議会は、町民参加による議会をめざし、一般質問内容の事前周知に努めるとともに、議案

等の審議の過程、結果等について町民に明らかにする議会報告会を開催するものとする。 

（議会と町長等との関係） 

第５条 議会と町長その他の執行機関（以下「町長等」という。）は、議会審議において常に

緊張感の保持に努めなければならない。 

２ 議会の一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一括質問一括答弁後の

再質問から一問一答の方式で行い、議長は、町長等に対し、議員の質問の論点を整理するた

め反問を許可することができる。 

３ 議会は、町長が提案する重要な政策等については、政策水準の向上を図るため、必要に応

じて、町長等に対し次の各号に掲げる事項の説明を求めるものとする。 

(１) 政策等の根拠 

(２) 総合計画との整合性 

(３) 財源措置 

(４) 将来にわたる効果及び費用 
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（議会の組織と運営） 

第６条 議会に、本会議における審議の予備的審査及び調査機関として、山辺町議会委員会条

例（昭和62年条例第６号）に定めるところにより、常任委員会、議会運営委員会及び必要に

より議会の議決で特別委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を活かした

適切な運営に努めなければならない。 

３ 委員会は、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する懇談会等の開催に努める。 

４ 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査にあたり結論を出す場合、議員

相互において、十分な議論を尽くして合意形成に努めなければならない。 

５ 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能

の充実強化を図るよう努めるものとする。 

（議員の政治倫理） 

第７条 議員は、町民の代表者として、政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実か

つ公正にその職務を遂行しなければならない。 

（議員報酬及び議員定数） 

第８条 議員報酬及び議員定数については、山辺町特別職の職員の給与に関する条例（昭和45

年条例第２号）及び山辺町議会議員定数条例（平成14年条例第23号）に定めるところによる。 

２ 議員報酬及び議員定数の改定に当たっては、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展

望を十分考慮するとともに、町民の意識と社会全体の動向を見据えたうえで決定するものと

する。 

（最高規範性） 

第９条 この条例は、議会における最高規範であり、議員はこの条例に基づき活動するととも

に、議会に関する条例、規則等を制定し、又は改廃を行う場合においては、この条例の趣旨

に沿って行わなければならない。 

（見直し手続） 

第10条 議会は、必要に応じ、この条例の目的が達成されているかどうか検証を行うものとす

る。 

２ 議会は、前項の検証の結果に基づき、この条例の改正その他の適切な措置を講ずるものと

する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  

 


